
法定検査手続きの流れ、検査手数料、指定検査機関 

 

１ 設置後の水質検査、定期検査の手続きの流れ 

【案内文の送付】 

山口県浄化槽協会から、検査案内文と検査手数料払込用紙が送付されます。 

 

【検査手数料の支払い】 

検査手数料を払込用紙で支払います。 

検査手数料を支払うことで、検査申込となります。 

支払い方法は２通りです。 

➀払込用紙を用いて、コンビニエンスストアか郵便局で支払う。 

②山口県浄化槽協会担当支部に、払込用紙と手数料を持参する。 

※支払前に宛名と浄化槽設置場所の住所が間違いないか御確認ください。 

 

【検査の実施】 

検査申込後、山口県浄化槽協会の検査員が検査を行います。 

検査はお留守でも行います。検査日の確認や立会を希望される場合は、 

山口県浄化槽協会担当支部に御確認ください。 

 

【検査結果の送付】 

検査結果書は後日、山口県浄化槽協会から送付されます。 

検査結果書は保守点検記録などと一緒に保管してください。 

 

 

２ 法定検査手数料                  単位：円（非課税） 

区分 
設置後の 

水質検査 
定期検査 

人槽 合併 合併 単独 

２０人以下  ９，５００  ５，５００  ４，２００ 

 ２１～１００人  ９，５００  ６，０００  ５，０００ 

１０１～３００人 １２，０００  ８，５００  ６，５００ 

３０１～５００人 １４，５００ １１，０００  ８，０００ 

５０１人以上 １７，０００ １３，５００ １０，０００ 

合併・・・合併処理浄化槽 

単独・・・単独処理浄化槽 

 



３ 山口県浄化槽協会担当支部 

 

山口市全域（徳地地域を除く） 

支部名 山口支部 

住 所 山口市吉敷下東三丁目１－１（山口健康福祉センター内） 

電 話 ０８３－９２２－７８８１ 

ＦＡＸ ０８３－９２９－３８８１ 

 

徳地地域 

支部名 防府支部 

住 所 山口市防府市寿町１－１９ 

電 話 ０８３５－２５－９７００ 

ＦＡＸ ０８３５－２８－１２２０ 

 


